
 

 

 

 

 

 資格と豊富な経験を有するホームヘルパーがそろっております 
 

 

 
 

☆訪問介護ホームヘルプサービス 

             ☆介護予防ホームヘルプサービス 

             ☆障害者自立支援ホームヘルプサービス 

             ☆生活支援管理指導支援ホームヘルプサービス 

             ☆社会福祉協議会独自ホームヘルプサービス 

毎週午前７時～午後９時まで 

連   絡   先  ２２－５７９０  
(新庄市社会福祉協議会内) 

 

もみの木訪問介護事業所 

もみの木介護支援事業所 

新庄市社会福祉協議会 

新庄市地域包括支援センター 

〠996-0001 山形県新庄市五日町字宮内240番地 2 

新庄市社会福祉協議会 �0233-22-5797 ＦＡＸ0233-22-0820 

もみの木訪問介護事業所�0233-22-5790 ＦＡＸ0233-22-0820 

もみの木介護支援事業所�0233-28-7345 ＦＡＸ0233-28-7346 

新庄市地域包括支援センター  �0233-28-0330  

もみの木介護予防支援事業所  ＦＡＸ0233-28-0331 

〠996-0085 山形県新庄市堀端町3-4 

新庄市老人福祉センター�・ＦＡＸ0233-23-3077 

〠996-0085  山形県新庄市堀端町7-40 

中央学童保育所・もみの木教室児童デイサービス�・ＦＡＸ0233-23-0600 

〠996-0041 山形県新庄市大字鳥越999 

日新学童保育所�・ＦＡＸ0233-22-6088 

 

ホームページアドレス：http：//www12.Plala.or.jp/syakyo-s/ 

E-mail：s-shakyo＠gray.plala.or.jp 
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 ・掃除 
・買物 

・洗濯 

・衣服の整理、補修 

・診察受付、薬の受け取り 

・一般的な整理、配下膳 

・自立支援のための見守り援助 
 

  身体介護・生活援助      介護予防のサービス料金は定額料金の一割が 

                 利用者の支払となります。 

 
 

身体介護・家事援助・外出介助          

 
    身体障害児及び身体障害者 

    知的障害児及び知的障害者 

    精神障害者 

 

 
    利用者の負担は一割の定額料金となります。 

 
 ＜生活援助＞ 

    利用者ができる限り、要介護状態とならないで自立した日常生活を送ること 

    ができるように支援させていただきます。 

 
   現行のサービスだけでは、自立生活に不安や支障をきたす心配のある利用者の希望に

応じてお世話をさせていただきます。 

 

 

 

 

・食事介助 

・衣類着脱 

・整容と清拭 

・移乗、移動介助 

・通院介助 

・外出介助 

・就寝、起床介助 

・排泄介助、オムツ交換 

・特段の専門的配慮をもって 

行う調理 

（流動食、糖尿病） 

その他 

   社会福祉法人等による利用者負担軽減制度有り 

   訪問介護利用者等の利用者負担額軽減措置有り 

   ※詳細は、もみの木訪問介護事業所まで 

 

◎誰が派遣されるの？ 

一定の研修を受けたホームヘ

ルパー2級以上の資格取得者や
介護福祉士（国家資格取得者）。 
家庭での介護に関する相談や 
福祉に関する制度についても 
相談にのります。 


